
                     議 案 第 １ ０ ４ 号     

 

 

   伊 丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制  

定 に つ い て  

 

 

 伊 丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お  

り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸     

 

 

 

 

  理  由  

 乗 合 自 動 車 乗 車 料 の 適 正 化 を 図 る ほ か ， 所 要 の 改 正 を 行 う た め 。  
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   伊 丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令  

和 ５ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 （ 昭 和 ３ ７ 年 条 例 第 ３ ４ 号 ） の 一 部  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 中 「 ２ １ ０ 円 」 を 「 ２ ３ ０ 円 」 に 改 め ， 同  

号 イ 中 「 １ １ ０ 円 」 を 「 １ ２ ０ 円 」 に 改 め ， 同 項 第 ３ 号 を 次 の よ う  

に 改 め る 。  

⑶  回 数 料 金  

   Ｉ Ｃ 回 数 カ ー ド  

大 人 ， 小 児  ２ ， ０ ０ ０ 円 （ ２ ， ２ ０ ０ 円 を 使 用 限 度 額 と す る 。 ）  

        ４ ， ０ ０ ０ 円 （ ４ ， ４ ０ ０ 円 を 使 用 限 度 額 と す る 。 ）  

        ６ ， ０ ０ ０ 円 （ ６ ， ６ ０ ０ 円 を 使 用 限 度 額 と す る 。 ）  

第 ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 表 中 「 ８ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ， ６ ６ ０ 円 」  

に ， 「 ２ ４ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ７ ， ５ ３ ０ 円 」 に ， 「 ４ ６ ， ９ ８ ０  

円 」 を 「 ５ ２ ， １ ６ ０ 円 」 に ， 「 ４ ， ３ ５ ０ 円 」 を 「 ４ ， ８ ３ ０ 円 」

に ， 「 １ ２ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に ， 「 ２ ３ ， ４ ９ ０  

円 」 を 「 ２ ６ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 第 ８ 条 第 ３ 項 中 「 Ｉ Ｃ 回 数 カ ー ド を 除 く 」 を 「 １ 日 乗 車 券 に 限 る 」  

に 改 め る 。  

 第 ９ 条 第 １ 号 を 削 り ， 同 条 第 ２ 号 を 第 １ 号 と し ， 同 条 第 ３ 号 を 第  

２ 号 と す る 。  

 第 １ ０ 条 第 １ 項 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 発 行 さ れ た こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 伊  

丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第  

１ 項 第 ３ 号 ア に 規 定 す る 回 数 券 （ 以 下 「 旧 回 数 券 」 と い う 。 ） は ，

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 第 ３ 条 第 １  
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項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 普 通 料 金 と 当 該 旧 回 数 券 に 表 示 さ れ た 額 と  

の 差 額 を 支 払 う こ と に よ り ， 令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ５ 日 ま で の 間 に 限 り ，

な お 従 前 の 例 に よ り 使 用 す る こ と が で き る 。  

３  旧 回 数 券 は ， 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 ま で の 間 に 限 り ， 払 戻 し を す  

 る こ と が で き る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ る 旧 回 数 券 の 払 戻 し に つ い て は ， 令 和 ７ 年 ２ 月  

 ２ ５ 日 ま で の 間 ， 旧 条 例 第 ９ 条 第 １ 号 の 規 定 は ， な お そ の 効 力 を  

 有 す る 。  
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